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〇保護司は，犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間
のボランティアです。

〇保護司法に基づき，法務大臣から委嘱された非常勤の国家公
務員とされていますが，給与は支給されません。

〇保護司は，民間人としての柔軟性と地域の実情に通じていると
いう特性をいかし，
・保護観察官と協働して保護観察に当たるほか，
・犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰
を果たしたとき，スムーズに社会生活を営めるよう，
釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を
行っています。

法務省保護局ホームページ「更生保護を支える人々」「保護司」

保護司の活動
2



検察庁 裁判所 刑務所

家庭裁判所 少年院

仮釈放

仮退院

＜成人＞

＜少年＞

少年院仮退院者保護観察処分少年

保護観察付執行猶予者 仮釈放者

保護観察の種類

10,830人

9,932人 1,560人

3,301人

R3開始 25,623人

保護観察

3

犯罪白書 令和４年版
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保護司
定数 52,500人
実数 46,705人

犯罪白書 令和４年版

保護観察所の職員
配置定員 1,534人

令和２年３月３１日通達

年末現在保護観察中人員６９，６０１人

Ｒ２末現在保護観察中
             26,706人
Ｒ３保護観察開始              

25,623人
Ｒ３保護観察終了

   27,687人

保護統計調査令和３年次

保護観察対象者
     52,329人

人

平成

保護観察の現状

２６，７０６人
△６２％減

令和
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16歳未満

3%

16･17歳

12%

18･19歳

19%

20～29歳

12%
30～39歳

15%

40～49歳

17%

50～59歳

12%

60歳以上

10%

犯罪白書 令和４年版

保護観察開始
令和３年 ２２，２０７人

（交通短期保護観察対象者含まず）

保護観察者の年齢構成
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保護観察開始人員の罪名別構成比

犯罪白書 令和４年版

令和３年 １４，１３１人

令和３年／平成２３年（％）
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少年の保護観察開始人員
の非行名別構成比

犯罪白書 令和４年版

令和３年 ８，０７３人

令和３年／平成２３年（％）
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活動その１ 保護観察
犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るため
の約束事（遵守事項）を守るよう指導するとともに、生活上の助言
や就労の手助け等を行う。
活動その２ 生活環境の調整
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社
会復帰できるよう、釈放後の帰住予定地の調査、引受人との話合
い等を行い、 必要な受け入れ態勢を整える。
活動その３ 犯罪予防活動

犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯した人の更生について
理解を深めるために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるも
のです。毎年7月は、"社会を明るくする運動"強調月間として、講

演会、シンポジウム、ワークショップ、スポーツ大会等様々な活動
が展開されています。

全国保護司連盟ホームページ「保護司とは」

保護司の活動
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対象者

保護観察官 保護司
①保護観察担当通知書
②保護観察事件調査票
③保護観察の実施計画
④遵守事項通知書（写）
⑤生活行動指針通知書
（写）

・１か月間の経過を翌月
５日までに
保護観察経過報告書

を保護観察官に提出する
・改善更生が進んでいる
と認められた場合や、問
題行動が生じている場合
などは、保護観察官に適
宜連絡し、相談する

実
施
計
画
を
踏
ま
え
定
期
的
に
面
接

①対象者や引受人等に制度を
理解させるために説明を行い
②遵守事項や生活行動指針を
設定し
③保護観察の実施計画を決め
④対象者に必要な指導、指示を
行い
⑤担当保護司を決める

・遵守事項通知書
・生活行動指針通知書
・保護司の連絡先を記載した
カード を対象者に渡す

面接

法務省保護局「保護司の手引き：保護観察・生活環境の調整の進め方」

保護観察
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引受人等

生活環境調査報告書

生活環境調査担当通知書
添付
身上調査書（矯正施設が作成）
帰住予定地付近の略図

保護観察官 保護司

・状況変化や一定期間（３・６か月また
は1年ごと）経過後の調査・調整
・矯正施設から釈放されるまで

帰住予定地を訪問し、引
受人等と面接し、対象者
の釈放後の住居や就業
先などの環境の調査・調
整をする

法務省保護局「保護司の手引き：保護観察・生活環境の調整の進め方」

生活環境の調整
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犯罪予防活動
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平成１６年１月１日 人員 ４９，３８９人 平均年齢  ６３．３歳
令和 ４年１月１日 人員 ４６，７０５人 平均年齢  ６５．４歳

人

平成

●平成１６年４月に再任時上限年齢を. ７６歳未満（ 新任時６５歳以下）とする定年制が導入
●令和４年４６，７０５人のうち６３１人は特例再任保護司。
保護司の任期は２年で、これまでは76歳を超えると再任しないとされていたところ、令和３年度
からは、78歳までは活動が続けられるよう再任の運用が変わりました（特例再任）。

https://www.kouseihogo-net.jp/hogoshi/condition.html

保護司の人員・平均年齢

犯罪白書 令和４年版

令和

歳

12ところで



保護司の年齢層別構成比

犯罪白書 令和４年版

40歳未満

1%

40～49歳

5%

50～59歳

15%

60～69歳

42%

70歳以上

37%

Ｎ＝４６，７０５
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保護司の職業別構成比
Ｎ＝４６，７０５

犯罪白書 令和４年版

無職（主婦を含

む）

26%

会社員等

23%
宗教家

12%
商業・サービス

業

7%

農林漁業

7%

社会福祉事業

4%

土木・建設業

2%

教員

2%

製造・加工業

2%

その他の職業

15%
（貸家・アパート経営、医師等）
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2.3%

2.9%

1.5%

7.3%

14.0%

71.8%

無回答

その他

自ら進んで関係

機関に申し出た

地方公共団体（市区町

村等）から依頼された

町内会長など地元の

関係者から依頼された

保護司をしていた友人・知

人・家族等から薦められた

Ｎ＝４００１

総務省（Ｒ１．１２．２７）保護司の活動に関するアンケート調査の概要

保護司になったきっかけ
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保護司のやりがい（チャットGPT）

Ｑ 保護司のやりがいってなんですか（令和５年４月１８日）
Ａ 保護司のやりがいには、以下のようなものが挙げられます。

社会貢献感
保護司は、社会的に弱い立場にある人々を支援することで、社会貢献を果たしているという意識があります。自
分の役割が社会のためになっているという実感は、保護司にとって大きなやりがいとなります。

成長の機会
保護司は、犯罪被害者や少年非行者など、さまざまな人々と接する機会があります。その中で、様々な経験を
通して、人間的な成長ができるというやりがいがあります。

専門的な知識やスキルの習得
保護司の業務には、法律や心理学などの専門的な知識が必要です。保護司は、自らの専門的な知識やスキル
を磨き、それを生かして活動することができるというやりがいがあります。

感謝されること
保護司は、被害者や加害者の支援をするこ
とで、その人々から感謝されることがありま
す。そのような感謝の言葉や手紙は、保護
司にとって大きなやりがいとなります。

以上のように、保護司には多くのやり
がいがあります。保護司は、自らの経
験や専門知識を生かし、社会に貢献
することで、自己実現や自己成長を
達成することができます。

16最後に
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